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２０１１年度の学校間連携を終えるにあたって

昨春発行の「２０１０年度版石狩市の学校間連携」では、冒頭「２０１０年度のエポックメーキ

ング」として子ども手当ての支給開始と高校授業料無償化の２点を掲げました。それから１年もた

たないうちに、子ども手当ては２０１２年４月からもとの児童手当という名称に戻ろうとしていま

す。これは財源問題が主な理由ですが、子どものおかれている現状をみれば一部に「ばらまき」と

いう批判の声が聞かれたことは残念です。

文部科学省が発表した２０１０年度の就学援助受給児童生徒数は前の年を６万人上回り１５５万

人以上となっています。この数字は学校基本調査によれば全国児童生徒数が10,551,000人ですから、

６～７人に一人は就学援助の認定を受けている勘定になります。また、就学援助の認定条件は生活

保護認定基準となる収入の概ね1.1倍ないし1.3倍（石狩市は1.4倍）ですから、就学援助を受給して

いない家庭といえども決してゆとりがあるわけではありません。さらに、厚生労働省の発表による

と２０１０年度における日本の相対的貧困率は16.0％、子どもの貧困率(17歳以下)は 15.7％と同省

発表の範囲では１９８５年以降で最も深刻な状況となっています。しかもここでいう貧困層とは、

等価可処分所得が１１２万円以下ということであり、例えば等価可処分所得が１２０万円でも貧困

層としては定義されないことになり、数字に表れない貧困の実態があるのではないかと推測されま

す。

石狩市においては、２０１１年度のある時点で就学援助受給児童生徒数が１５００人を超えまし

たが、これは児童生徒総数約５２００人のおよそ28％にあたります。石狩市要保護及び準要保護児

童生徒就学援助要綱第１条によれば、「～経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者の負担を

軽減するために、～」とその目的が記されていますが、だとすれば石狩市の小中学生の３割弱が経

済的問題を抱えていると言えるのかもしれません。あるいは見方を変えれば、石狩市の小中学生は

他の地域に比べて手厚い公的助成を受けていると言えるのかもしれませんが、いずれにせよ経済的

な理由で援助が必要とされる子どもが年々増えていることは間違いなさそうです。となると、やは

り心配されるのは、子どもたちが家庭の経済的事情にかかわらず、十分な教育を受ける諸条件が確

保されているかどうかということです。

文部科学省は「平成２１年度文部科学白書」の第1章「家計負担の現状と教育投資の水準」におい

て、「世帯年収が高いほど（全国学力・学習状況調査の）正答率が高い傾向が見られる」ことを発表

しました。全国学力調査が計測する学力の意味するものについての論争があることを割り引いても、

家庭の経済状況と「学力」の間に一定の関係があることは多くの人たちが皮膚感覚として感じてい

ることではないでしょうか。例えば経済的にゆとりのある家庭では学校外教育として子どもを塾や

習い事に通わせられるだけでなく、家族との旅行や芸術鑑賞等の機会、ＰＣや図鑑などの買い与え

の機会もより多く可能となります。そのようなことの積み重ねの結果として「格差」が世代を越え

て連鎖することがあることも今日多くの研究者が指摘しているし、だからこそ親は年々厳しくなる

家計をやりくりし子どもへの教育投資を続けるのだと指摘することもできます。一方最近では、教

育投資の見返りとして子どもが将来より多くの収入を得ることに期待を持てず、そのため子どもへ

の教育投資から早々と撤退してしまう親が増えているとの研究結果もあります。

文部科学省は、世帯年収と学力の関係は絶対的なものではないとしながらも、「今後、経済的な格

差が教育の格差にも影響があることが懸念されます。」との見解を表明し、社会全体で教育を支える

ための教育投資の在り方を検討することが必要であるとしています。

前置きが長くなりましたが、石狩市の学校間連携会議の活動テーマ一つに「学校財政の確立」が

ありますが、これは「社会全体で教育を支える教育投資」について現場レベルで考えることでもあ

ります。現場レベルというのには理由がありますが、まず文部科学省の教育投資の柱は教職員定数

政策ですが、現実の学校は設置者である市区町村の費用や保護者負担で運営されていることから、

市区町村レベルでの公的「教育投資」を考えるためにはその域内における教育費負担の現状を見て

いく必要があること、さらに教育費が子どもに最も近い学校生活の場でどのように計画され執行さ

れているかを見ていくことが必要であること、などによるものです。
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その点、学校教育に関する研究は星の数ほどあっても、教育費が教育の成果に与える影響に関す

る系統的研究は数えるほどしかありません。ましてや、教育費をどのように確保し執行していくこ

とがもっとも効果的で適切か、といった類のことが学校現場で話題になることや研究されることは

ほとんどありません。そのなかでも教育費の保護者私費負担と公費負担の関係は重要な割には議論

されることが少ない課題と言えますが、その理由としてまず、学校教育、特に義務教育についても

これは教育を受けさせる親の義務であるから、保護者による一定の費用負担も当然とする考えが社

会的に根強いこと、次に、人は教育を受けることで知識や技能を身につけるのだから所謂「受益」

に対する応分の負担として当然であるとの考えが存在すること、そして保護者私費負担の執行に関

する十分な情報公開が不足しており、問題点が明らかになりにくいこと、などが考えられます。し

かし、冒頭既述した「高校授業料無償化」が様々な課題を抱えながらもスタートしたように、「社会

全体で教育を支える教育投資」の具体的姿については全ての教育関係者・保護者・地域などで考え

ることを行わなくてはなりません。学校間連携会議の主要メンバーである石狩市公立小中学校の事

務職員には、その中心的業務が学校財政に関わることであるからすれば、より積極的にこの問題に

関わっていく必要と社会的責任があると考えられます。

石狩市公立小中学校事務職員学校間連携会議は、文部科学省による事務職員の加配事業を受け６

年目が終了します。全道的にも数少ない学校間連携会議において、課題設定や課題解決をどう進め

るかまさに試行錯誤の連続であり、とくにスタート直後の３年間は暗中模索の状態でした。しかし、

課題の掘り起こしや課題解決に向けた足取りは着実に進みつつあります。北海道教育委員会は、事

務職員の加配事業を、教員の事務負担軽減を中心とした「ミッション加配」へとシフトをすすめて

いますが、単なる仕事の分担のための増員ではなく、トータルな課題解決に向けたマネージメント

に人材を投入することが長い目で見て課題解決の近道であると私たちは考えます。その意味で、石

狩市の学校間連携会議がさらに課題解決に向けた活動をすすめるために、今後も学校間連携推進の

ための加配事業が継続されるよう関係各位のご尽力をお願い申し上げる次第です。
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１．会議の開催状況

２０１１年度の連携会議は、これまでと同様に石狩市公立小中学校事務職員協議会の定例会（そ

のうちの一部は石狩市教育振興会学校事務部会として開催）の設定日に会わせて開催しています。

今年度は１１回の連携会議を開催し、議案の事前配布、提案時間の短縮などの時間確保に努め、

広域連携のデメリット克服にこれまで同様努めてきました。また今年度は、通常定例会後に開催

するところ、試験的に連携会議を先に行う日程を何度か組んでみました。これは、定例会がある

程度会議の時間が想定できるのに対し、連携会議は協議・検討に時間がかかることもあり、その

結果会議を中座しなければならないケースが散見されたからで。日程組み換えによる具体的効果

はまだ確認できませんが、次年度においても試行していきたいと思います。

今年度の会議開催状況は以下の通りです。

5月17日 第21回会議 ◆２０１１年度役員体制の確認

◆２０１０年度の反省と２０１１年度の具体的取り組みについて

◆各グループ活動計画について

◆「平成２４年度 石狩市教育予算要望書」に向けた具体的とりくみ

について

6月16日 第22回会議 ◆予算要望委員会に向けた「統一要望」の検討（予算要望書回答）の

交流を通して

◆「平成24年度 石狩市教育予算要望書｣作成に向けた具体的作業に

ついて」

7月15日 第23回会議 ◆「市内基礎データ」の交流

◆事務職員向け「学校予算や施設・設備に関して困難を感じているこ

と」の交流

◆２０１１年度「保護者負担調査」について

9月9日 第24回会議 ◆「平成24年度 石狩市教育予算要望書」について

◆学校財政に関する調査 速報

9月22日 第25回会議 ◆石教研二次集会レポート検討

◆修学旅行経費に関する調査速報と交流

10月14日 第26回会議 ◆「提言２０１１」に向けて その１

◆「学校財政に関する調査」報告について

◆修学旅行経費に関する分析と交流

11月17日 第27回会議 ◆「学校評価」における事務部門評価充実に向けたとりくみについて

◆学校予算に関する調査（速報）について（交流）

12月9日 第28回会議 ◆「学校評価」状況調査について

◆「平成２４年度石狩市教育予算要望書の交流」

1月24日 第29回会議 ◆「学校評価」状況調査について

◆「平成２４年度石狩市教育予算要望書の交流」

2月24日 第30回会議 ◆「提言２０１１」に向けて その３

◆調査研究グループ年間反省について

◆決算・予算公開実験について

3月9日 第31回会議 ◆「2011年度版石狩市の学校間連携」発行について

◆研究グループ年間反省について

◆予算担当者会議に向けた質問事項の集約について

◆２０１１年度活動の反省集約について
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２．２０１１年度連携会議の活動の柱

毎年度初めの連携会議で 1 年間の活動の柱を確認します。２０１１年度の活動の柱は２０１０

年度の柱と変わっていませんが、内容の一層の充実に努めてきました。以下、基本方針の柱ごと

に解説します。

（１）学校財政と学校事務の状況調査

調査活動の目的は、実態を分析することで課題を掘り起こし、具体的改善方法を探るこ

とにあります。日常の業務を推進する上で小さな疑問点は数多く存在します。その小さな

疑問点を見過ごすか追及するかが改善の分かれ目となります。今年度は昨年度に比べて調

査数は少なくなりましたが、その分一つの調査について分析検討に時間をかけることが出

来ました。

（２）調査活動の分析にもとづく「提言」

連携会議は過去２年間で１０項目の提言を行いました。いずれも学校現場の視点から教

育条件の整備や効果的予算執行及び事務の効率化等に言及しており、教育目標の具現化に

向けたとりくみ強化に寄与するものと考えております。また、本来「提言」は私たち自身

の手による学校事務の改善についても行われるべきものですが、結果として主に教育行政

に対して向けられた内容の提言が中心となっていました。その意味では、教育行政に関わ

る多くの方々の議論・検討なくしては提言の成果は得られないものと考えています。

（３）予算要望

円滑な学校運営を支える予算と、その裏付けとなる予算要望は学校運営の根幹といえま

す。したがって、連携会議としても一定の時間を割いて論議を深め、説得力ある予算要望

書作成にとりくむ必要があります。また、今日の家庭経済状況から、保護者負担軽減につ

いて共通認識を図ることも重要な課題となっています。

（４）実践交流

連携会議は研究組織ではありませんが、原則一校１名配置の事務職員にとってＯＪＴに

は限界があり、他校のとりくみ交流をはじめとする研究・研修が必要不可欠です。したが

って、連携会議の活動を事務職員協議会の研修活動とリンクさせ、学校事務の職務確立に

資する活動をすすめる必要があります。

３．２０１１年の具体的とりくみ

（１）学校財政等の状況調査について

①２０１０年度校内配分決算並びに２０１１年度校内配分予算状況調査

毎年 1 度はこの調査を実施しています。今年度は夏季・冬季の両研修会（主催：石狩市

公立小中学校事務職員協議会）で集中的な検討を行うとともに、「学校予算に関する調査」

を実施して、各学校の予算書・決算書のとりくみ状況を資料化しました。またその結果と

過去の検討結果を「提言２０１１」にまとめました。市配当予算の校内再配分やその決算

報告は、学校財政運営の基本であり、予算を効果的執行するためにも大変重要な作業です

が、学校の現状や担当する事務職員の経験や考え方に大きく左右される面もあり、定期的

に交流し他校のとりくみに学ぶことが重要です。この度連携会議として「学校予算の提案

について」という提言を行いますが、学校予算・決算についてはこれからも可能な限り調

査を継続し、円滑な学校運営に資する校内配分予算について検討していきたいと思います。
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②修学旅行等に関わる引率者費用負担調査

今年度予算要望資料作成に関わる検討事項に、旅行的行事における引率教職員の拝観料

等の自己負担額について調査し資料化することを加えました。そのため、当初行った調査

は「修学旅行等に関わる引率者費用負担調査」と言う名称でした。しかし、調査を開始し

てみると修学旅行時の引率者の自己負担の実態を調査するためには、児童生徒から集める

旅行費用や請求する出張旅費も含めた全旅行経費を明らかにする必要があることが分かり

ました。そのような観点で再調査をすると今度は、児童生徒集金額と旅行業者支払額との

差額はどのように処理されているか、などの課題も見えてくるようになりました。

そのため、この調査を最終的には「修学旅行費用調査」とし修学旅行費用全般にわたる

実態調査としました。また、調査結果については、「引率者の自己負担の問題」「家庭から

払ってもらった費用と、業者に払った費用とに差額」「差額の処理は適切か」「就学援助と

家庭の負担の関係」「就学援助費の申請に関わって」の５つの観点から分析を行いました

（「日刊連携会議」９０号）。そして、就学援助費の申請に関わる分析を中心課題として「提

言２０１１」にまとめました。

③市内学校職員配置状況調査

連携会議ホームページで、児童生徒数、職員数、配当予算等の市内基礎データを発表し

ていますが、そのための調査を実施しました。これらのデータは市教委として公表してい

るものがほとんどですが、自ら調べることによって、学校の現状をより的確に把握するこ

とが出来ました。２０１１年度はこれに就学援助認定数（総合計のみ）や加配教職員数、

市費職員数などを付加しました。現在学校現場には実に様々な職名職員が配置されていま

すが、任命権や給与財源が大変複雑で正確に把握することが大変困難です。定数内・定数

外にかかわらず、現場の教職員がどのような職名を持ちどのような目的で配置されている

かは意外と把握されていないことがわかりました。

④学校徴収金（保護者負担）調査

保護者負担に関する調査は、文部科学省の「子どもの学習費調査」をはじめとして、自

治体、研究団体等で広く実施されていますが、文部科学省調査の目的が「教育費に関する

国の施策を検討・立案するための基礎資料を得るため」とされていることからすれば、現

場段階での調査は、学校財政運営の参考となるべき調査でなくてはなりません。

今年度は中学校の実験・実習材料費を教科毎に調査することとし、これにより学校間の

より詳細な比較が可能となりました。今年度の成果として、理科実験費の使用総額（私費

負担分と公費負担分の合計）が学校により大きな差があることが分かりました。このこと

は単に負担区分の問題ではなく、教育課程や教育内容にも関わって来ることであり、引き

続き分析検討をすすめていきたいと考えています。

（２）調査活動の分析にもとづく提言

２０１１年度の提言では、「学校予算の提案について」、「修学旅行に係る就学援助費の請

求について」、「事務部門の学校評価（内部評価）について」の３項目について、実態調査

に基づいた提言を行います。提言数は昨年と同じ３項目で、内容については昨年同様出来

るだけ詳細な検討を加えました。

なお、過去の提言についても表題のみ記述をしておきました。連携会議としては合計１

３項目の提言となりました。

（３）予算要望

連携会議の予算要望活動は、石狩市教育振興会（石教振）事務部会の委託を受けて、石

狩市予算要望委員会に提出する「学校配分予算に関する要望」の具体的資料づくりを行い
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ました。２００９年度においては、①「保護者負担軽減のための増額要望」、②「新指導要

領への移行に伴う増額要望」、③「役務費に係る要望」の三つを要望の要点と設定して意見

集約を行いましたが、校内論議の不足などの状況から資料化に関して十分な成果を得るこ

とができませんでした。２０１０年度はその反省を踏まえ、「保護者保護者負担軽減のため

の増額要望」を理科実習費に絞り込むことにより、一定程度の資料化を果たすことができ

ました。また、予算要望活動の一環として、「教育財政に関する調査」を実施し、市内各校

の教職員から施設設備の状況や、学校財政に関する意見を徴して、予算要望活動の参考と

することができました。２０１１年度は、前年度のとりくみを踏襲しつつ内容を精査する

とともに、学校財政に関する調査を昨年に引き続き実施し資料化を行いました。

ここ３年間は、学校の現状を踏まえた予算要望書作りをすすめてきましたが、残念なが

ら大きな成果を得るには至っていません。今後、各校資料の作成に当たり事務職員が自校

の教職員とどの程度協力協働しているか、などの状況についても分析していく必要がある

と思われます。

なお、学校財政に関する調査では、グラウンドをはじめとする施設・設備に対する不満

が一層明確になりました。また、保護者負担に対する意識では、「負担すべき経費もある」

が 37%（前回）から 12%（今回）、「ある程度教育上必要」が 15%（前回）から 27％（今回）

とばらつきは出たが、やはり「肯定」感は強いことが分かりました。

（４）実践交流

各校事務職員の個々の実践については、主に市事務職員協議会主催の夏季、冬季研修会

で交流を行う他、ホームページを活用した個々のとりくみ紹介での交流を行っています。

２０１１夏季研修会

・テーマ１「学校評価の交流」・テーマ２「決算予算に関する交流」

２０１１冬季研修会

・テーマ１「学校徴収金の現状と課題」・テーマ２「校内予算・決算報告について」

この中で特に校内予算・決算報告に関わっては多くの時間を使って交流をしてきました。

そして第 30 回連携会議で各学校の決算予算公開実験をすすめることを決定しました。これ

は、これは校内予算を公開することでより効果的予算書づくりの端緒とすることや、将来

的に子ども保護者や地域の意見を踏まえた学校予算編成を展望したとりくみの第一歩と言

えます。具体的には、可能な学校から連携ホームページで 2012 年度予算から公開実験に取

り組むこととしました。このようなとりくみは横浜市などで学校ホームページにに予算決

算を掲載するとりくみが既に定着しており、ほぼ市内全校の予算書決算書を閲覧すること

が可能となっています。

４ 提言

（１）２００９～１０年度の提言（表題のみ記載）

提言１ コピー機・輪転機の更新について

提言内容

１．コピー機・輪転機の更新に際しては、学校との事前協議に基づき進められること。

２．リース料・リース期間、保守点検などの契約内容と更新に関する基本方針が各学校に示され

ること。

提言２ 校舎カーテンクリーニングについて

提言内容

１．校舎カーテンクリーニング実施のため、役務費の学校配分を圧縮し、市教委の一括契約によ

る校舎ローテーション方式とすること。
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提言３ 校舎ワックスがけについて

提言内容

１．体育館のワックスがけの実施方法について、検討・協議の場を設けること。

提言４ 学校配分予算等の通知方法について

提言内容

１．学校配分予算は、市内各校の状況がわかるよう一覧表方式での通知であること。

２．各学校補助⾦、備品購入予算、特別支援学級用予算配分についても事務担当者説明会を⾏な

い、一覧表方式での通知であること。

提言５ コンピューターソフト教材購入について

提言内容

１．学校配分予算のコンピューターソフト教材購入については、備品購入計画に組み込むことと

し、少額ソフトについては、配分消耗品での対応とすること。

提言６ 執行決議書の改善について

提言内容

１．市経理執⾏決議書の校⻑決裁日と執⾏⽇は同日でも可とするよう規則を改正すること。

提言７ 市教委発公文書の学校配付方法について

提言内容

１．校務用ＬＡＮの配備を契機とした文書処理のＩＴ化について検討する場を設置すること。

提言８ 図書費の執行について

提言内容

１．児童生徒用図書の購入にあたって、１０万円を超える発注が可能となるよう規則改正やその

他の方法について検討すること。

提言９ 児童生徒名前ゴム印の公費化について

提言内容

１．児童生徒名前ゴム印を学校配分予算以外の公費で購入できるよう予算措置すること。

提言 10 職業体験学習の生徒旅費の措置について

提言内容

１．職業体験学習のため、生徒が交通機関等を利用する場合の旅費について措置すること。

２．当面、プログラム奨励補助金から学校の実情に応じて執行できるよう関係規則を整備すること。

（２）提言の効果

「児童生徒名前ゴム印の公費化について」の提言については、第１６回連携会議で本格的とり

くみを提起した結果、２０１１年度当初時点で１校を除いた中学校（その１校は市費で購入）で、

小学校から引き継ぐことにより、少なくとも名前ゴム印代金の徴収は行われなくなりました。こ

の間、各学校のとりくみが教頭会の中でも話題となり、さらにとりくみを後押しすることになっ

た点も特徴的です。
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（３）２０１１年度の提言

提言１１ 学校予算の提案について

提言内容

１．学校予算の提案に際しては、数字のみの提案とせず、使途の説明・
留意事項などが全教職員に分かりやすく共通理解を図ることが出来
る提案となるよう工夫・改善を行うこと。

学校予算の提案については、ほぼ全ての事務職員がその仕事に携わっていることと考えられますが、具体的

にどのような提案がなされているかについては、近隣の学校でもよくわからないのが実態です。ここでいう学校予

算とは主に市（区町村）配分予算を校内で再配分したものあるいはその企画立案を指しますが、なぜ学校に配

分された予算を校内で再配分するかと言えば、例えば教職員から要望がある度に物品購入をしていくというような

方法ではなく、一年間の教育活動を見通しながら配当予算をより細分化し計画的に執行していくことで、予算をよ

り効果的に使うことが出来ると考えられるためであり、ほとんどの学校でこの方式がとられています。また、今日で

は校内再配分に関わる仕事はほぼ事務職員が中心になってとりくまれていると考えられます。

さて、連携会議では学校予算の提案が各学校で実際にどのように行われているかについて研究交流をすすめ

てきました。学校予算は学校運営の重要な要素ですが、教職員の共通理解をどのように図っていくかが重要で

あるとともに、そのことが大変困難であることが長年の研究で明らかになっています。そこで石狩連携会議として各

学校の状況がどうなっているかを調査しより効果的予算執行につなげるためにはどのような改善が必要か検討す

ることにしました。

連携会議では、２０１１年８月の夏季研修会、１２月の冬季研修会でとりくみの交流をすすめるとともに、１０月に

「学校予算に関する調査」を実施して、とりくみ状況の資料化を図りました。（調査集計はホームページ「白書と提

言」のページに掲載）

まず、校内配分計画の立案や職員会議での提案承認についてはほぼ全ての学校で行われています。しか

し、「予算配分の基本方針を示している」学校は１２校でほぼ半分でした。また、「決算を職員会議で報告承認し

ている」学校は提案時より４校減っています。「項目毎に主な使途や主な購入物品を記載している」学校は１４校

ですが、「項目毎に使途の基本的な考え方」を記載している学校は４校と少なくなっています。次に、実際に各学

校で提案されている予算案・決算報告を見ながら交流した結果、「使い道や留意事項などは口頭で提案しペ

ーパーとしては数字だけ」という学校も何校かありました。

これらの調査・交流からは、全教職員の共通理解による学校予算の執行に近づけるにはさらに工夫・改善が

必要であることが伺えます。少なくとも、基本方針については口頭ではなくて記述による提案が必要です。例えば

石狩市内の学校では印刷関連費用が配分消耗品費の半分以上を占めていることが分かっている（予算要望

資料として毎年調査実施）ので、「印刷経費の節約」などは基本方針として多くの学校が記述することが必要と

考えられます。また、配分項目については例えば「教科用消耗品」という項目が意味するものが「教授活動に使

われる用品（例えばチョークなど）」を指す場合、「児童生徒が使う用品（体育のボールなど）」を指す場合、ある

いはその両方を指す場合と様々であることから、一定の説明を行い、使途を明確にすることが必要と考えられま

す。

連携会議では、今回の提言に基づき市内の各校が予算案提案の改善にとりくむよう提起しますが、学校財政

の確立という観点からは、単に市配当予算の提案に止まらず、より広い観点で学校予算を全教職員のものとし

ていくために引き続き工夫・改善の方法を検討・交流していくことが必要です。
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提言１２ 修学旅行に係る就学援助費の請求について

提言内容
１．修学旅行に係る就学援助費の請求に当たっては、経費の算定を厳

密に行い請求額に過不足が発生しないような手段を講じること。
２．各学校においては、修学旅行経費の算定を厳密に行い、事後速や

かな決算報告が可能となる体制を整えること。

連携会議は、２０１１年９月に市内各学校修学旅行における引率者の自己負担について調査を行いました。

当初この調査は、予算要望資料作成に関わって引率教職員の自己負担を必要であれば要望に盛り込む目的

で参考調査としたものですが、調査をすすめる過程で、児童生徒に係る修学旅行経費の実態調査へと発展を

していきました。調査結果については連携会議ホームページ（白書提言のページ№ 18）に掲載しています。

調査結果の考察は以下の通りです。

①２１校中１４校で、児童生徒から徴収した金額と旅行業者等に支払った旅行経費に差があり、その差額は主

に薬品代、しおり代など旅行に付随する経費として使われている。

②差額の発生したほぼ全ての学校で、徴収金額が丸められており、端数処理の意味合いもあると思われる。

③引率団が配付する決算報告書には、この差額の内訳が詳細には記載されておらず、就学援助費請求を行

う場合は決算書ではなく領収書まで確認して該当費用か否かを判定する必要がある。（実際は交通費と宿

泊費で限度額に達する場合がほとんどである）

④石狩市の場合就学援助費の支給は事後払いであり、実施後出来るだけ速やかに調書を作成する必要が

あるが、引率団による決算が確定するまで一定程度の時間を要しており、就学援助該当費用の確認が迅速

に行えない実態がある。

⑤近年、旅行経費を受注旅行業者が口座振り込みなどの方法で生徒から直接集金し社内で精算する方式

が取られているが、この場合学校での金銭取り扱いが軽減されるメリットはあるが、薬品代・消耗品費など旅

行費用以外の経費も社内決済するため、証拠書類が学校に残らないなどの課題もある。

このような考察から、今回の提言では主に就学援助費請求に関わる課題について扱いました。しかし付随す

る課題として、①児童生徒が旅行するために直接必要とする経費以外の経費、例えば医薬品代のごときはそ

もそも修学旅行費用として徴収するのが適当なのか否か（就学援助費に国庫負担があった時代に医薬品代

が算定費用に含まれていた名残として現在も算定費用になっていると考えられるが、学校配当予算で準備す

ることが可能ではないか）、②業者集金方式ならば、一人の児童生徒から集金する額を厳密に積算すること

が可能であり、旅行費用に端数を上乗せする方式は改めることができるのではないか、③旅行費用を積算す

る際に、就学援助対象経費に沿った積算とさせることで適正化を図ることができるのではないか、などがありま

すが、この点については連携会議としてさらに調査検討をすすめることとします。
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提言１３ 事務部門の学校評価（内部評価）について

提言内容
１．学校評価における事務部門の内部評価については、学校財政財務

活動のとりくみを重点として、学校づくりや子どもを中心とした視点を充
実させたものとすること。

連携会議は、第 28 回会議において「『学校評価』における事務部門評価充実に向けたとりくみ」について提起

し、調査検討をすすめてきました。

「領域としての学校事務」（「2010 年度版石狩市の連携会議」参照）の考え方においては「調査・実態把握」

→「企画」→「運用・展開」→「反省」というサイクル化による学校事務運営すすめることとし、「反省」については

「中間反省」や「年度末反省」という形態で職員会議等の場で全教職員による討議が行われてきました。このよ

うに自主的・創造的に私たちがとりくんできた「反省」は現在、法的根拠をもつ「学校評価（内部評価）」に移行し

ていますが、一年間の活動を振り返り、次年度へつなげていくという主旨はこれからも生かしていかなくてはなりま

せん。そのため連携会議は、現在の学校評価が事務部門においてどのように機能しているかを調査し、各学校

でのとりくみに活かしていくこととしました。

はじめに、2011年8月16日の石狩市公立小中学校事務職員協議会夏季研修会で、11校から提出のあった

2010年度の学校評価について評価項目を抽出し比較検討と交流を行いました。交流の結果出された意見

や、連携会議の分析をまとめた結果の概要は、以下のとおりです。

①評価項目について内部評価を省力化して外部評価に一本化する傾向がみられる。

②項目が限定的で事務職員の仕事をカバーしていない。

③評価項目が学校によって違いすぎる。

④評価項目の決定は、管理職が評価項目を提示する学校、分掌毎に評価項目を検討し職員会議で評価項

目自体を検討する学校、慣例で項目が固定している学校、と様々である。

⑤事務部門について項目が設定されず、自由記述となっている学校もある。

これらの検討結果から、改めて全校の状況を調査した結果次のことが分かりました。

（１）評価項目の項目数について

①事務部門の評価項目が特に定められていない学校 ３校

②評価項目数が１～４項目の学校 11校

③評価項目数が５項目以上の学校 ３校

④運営計画の全項目が評価項目となっている学校 ２校

（２）評価項目の傾向について

①評価項目の文言は、学校により大きな違いがある。

②評価項目が設定されている17校のうち13校で評価項目のどこかで「適切（であったか）」という表現が使わ

れている。

③「②」と関連するが、評価項目に「適切」という表現が使われている学校は全て段階評価が採用されている

（記述との併用が多い）。

④事務部門の運営計画と評価項目との関連付けについて、一部又は全く関連付けがなされていないと回答

した学校が６校。

以上の分析に沿って、事務部門の学校評価の課題について整理をしてみます。

（１）評価項目の項目数について

評価項目数については、項目なしという学校が３校あり、そのうち自由記述が出来る学校は２校です。一概

に項目数が多ければよいというものではありませんが、検討協議の機会を確保する観点からは、一定の評価

項目が示されることが必要と考えられます。
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（２）評価項目の傾向について

①評価項目の文言の学校毎の違いについては、学校の独自性に起因するというよりは、事務職員の職務

内容が学校の事情によって大きく違うことから来る違いと考えられます。ただし、評価項目の意図するところ

は、大別すると、「学校予算の計画・執行」「文書管理をはじめとする庶務的業務」「給与・旅費等の道費

経理」「教材教具の管理」「私費会計」となり、概ね事務職員が通常担っている業務であるといえます。

②評価項目の「適切（であったか）」という表現に関わっては、「適切」の意図する内容が不明確または曖昧

なため評価を困難にしていると考えられます。例えば、「会計業務を適切に行う」といった項目の場合、「金

銭取り扱いが適切かどうか」という意味と「会計の目的に照らして適切かどうか」という二つの意味を含みま

すが、「金銭取り扱い」はもとより「適切」であることが絶対条件であることに加え、金銭処理が適切であった

かどうかは監査機構の役割であり処理に関わらない第三者には評価しようのないことです。したがって、評価

の意義は

な会

の目 的予 照らでて適 切か（であったか） 」にめら がるす 適といとの

す

。し かし、理のめ

内職がは評価項 目のと りり算ういりいこ とから、評価を困難価すにととも 価、評価の義がっ価

は意りい項監が内監情が教ら。の学校が

評価をで」い ますが、照②」のにめにばねて、 評価を行う項と し職する評価ま
義 が金 するがう性がり ます。くまで例

でらがに務め

理は適切る 行わが うたか」え つて評価

項

目を教職員が評価をす価こと例大困難しら。考し）困ついは項をす価項が費るが 明

か意りり教すが、評価が照れ」い、ことで切が会照れる

ことが内とすがのす。のた、事 務

困業務は事務職員困的っにす、ことがわ、評価えるにがし業い業価では

職義性評価がり職がに傾向があにえ 考 とすが、こ の ことも評価困意常金職る うい務えとのす。

事 務の 画と
価項

理にく、い
うまであ管わどめれいしす 。と業わわのばめ

義え業わみ項

れ わ が内評価項 目 も わ らり処 が内りりま、 項。し、しに業校が意ついう大しうい、項えか らに ろ

経しがい監内と情が教情。経情め監で」例、画に評的会項義しっ務業職が」い、から曖か昧内意り

り教 す。

（評事

務の学 校 評 価を意あ価ものかす、ためか

絶のっ絶絶内りめがります。計。は意事

務 職 員困業務かついうです が、校務っ業

務意義い性経学

校 事から事務員。っ 担すか業務 は。管かこと経あ業のすが、学校項務。

意義義性はをっ内意りい」もっ。も事

務員の務 業務員項どめ」と業わわも校すめ」い、っと務らに

なに

学校学り義性もがも的 とで」務 員。。で」いは員 が大切 しら。しわがっ 」項務。 が

困対

う 学い職。は価が事務まの価で内と 業業 まら。 まは務学校項務。とも意銭

学すすめに

項監 は監り もりり職りすもも監監で例校職 わ業常ららめにこ監 学適の的があ価 と内と校が のらで
価し、学校項務。と

を意銭的かすすめ意こと経切にめ職がはあのし経業わ 、わ」の。ら項を
す

務
も

困し
す。

しはが項
」 事務ま困

価、適は項」経務業務困あ内絶を

価 す

価のしわ業
み

に考
し）

監りわ困 も 大切かで り」りり ま、こ。

絶の項す学校かり」、務まま学校評価につい」職すにをす校め価とともに、務員も義り校事こ義をえ」学校価事あ業項価つい」理監理もしういわっとがいでら
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５．資料（ホームページ掲載リスト ２０１０年度版記載分以降３月９日現在まで）

連携会議が作成した資料のほぼ全ては、ホームページに掲載し公開性、速報性、保存性の確立

に努めています。ここで紹介するリストは、現在連携会議ホームページに掲載されているジャン

ル別資料のリストです。実際にホームページをご覧になっていただければより具体的内容や、リ

ストにない資料にも触れることができます。

（１）「日刊連携会議」のページ

連携会議の情報フォームである「日刊連携会議」は、連携会議メンバーへ調査依頼、事

務局の活動のお知らせなど多様な役割を担っています。全員が集まって行う「会議」は物

理的制約があり、年間１０回程度の開催が限度と考えられます。会議や研修会で交流しき

れない事項について情報共有するための重要なアイテムです。

№ タイトル 発行日 形式

93 教育用ＰＣの更新について 2012/2/27 Ｗｏｒｄ

92 保護者負担調査集計から読み取りたいこと 2012/1/20 Ｗｏｒｄ

91 ２０１１冬季研修会に向けて 2011/12/21 Ｗｏｒｄ

90 修学旅行費用調査について その３ 2011/12/16 Ｗｏｒｄ

89 修学旅行費用調査について その２ 2011/11/28 Ｗｏｒｄ

88 学校予算に関する調査について 2011/10/25 Ｗｏｒｄ

87 修学旅行費用調査について 2011/10/6 Ｗｏｒｄ

86 特別支援教育就学奨励費・リースＰＣ 2011/8/31 ＰＤＦ

85 石狩市他支部交流視察研修報告(富良野フォーラム) 2011/8/30 PDF

84 修学旅行旅費の配分がオーバーしたら 2011/8/24 Ｗｏｒｄ

83 図書館司書へのインタビュー 2011/7/20 Ｗｏｒｄ

82 市教委からのメールを自席ＰＣで閲覧するには 2011/7/11 ＰＤＦ

81 「市内小中学校の概要」データに関わって 2011/6/21 Ｗｏｒｄ

80 「市内小中学校の概要」データ提出について 2011/5/20 Ｗｏｒｄ

79 小中学校のグラウンド整備について 2011/4/27 Ｗｏｒｄ

78 事務職員用 PC 導入に関わって 2011/4/20 Ｗｏｒｄ

（２）「白書と提言」のページ

決算予算調査、徴収金調査をはじめ、これまで実施してきた調査の中から資料化したも

のを掲載しています。調査内容によっては学校名等を伏せて公開しているものもあります

が、そのような報告も「会員のページ」で公開しています。

№ タイトル 日付 形式

18 修学旅行等に関わる引率者費用負担調査 2011/12/16 Excel

17 教育財政に関する調査２０１１ 2011/11/30 ＰＤＦ

（３）「予算要望」のページ

石狩市教育予算要望委員会の構成員となっているのは、研究団体である石狩市教育振興

会事務部会ですが、予算要望に関する内容が連携会議のとりくみと密接な関連があるため、
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実務を連携会議が担当しています。そのため、ホームページに予算要望のページをもうけ

て関連資料を掲載しています。

№ タイトル 日付 形式

5 平成 24 年度学校配分予算に関する要望 2011/10/6 ｐｄｆ

（４）「実践交流」のページ

各校の事務職員が、日常の業務・活動においてとりくんでいる実践報告を掲載してあり

ます。「領域実践」は財政財務・情報など事務職員が中心的に担うと考えられる業務に関す

る実践、「実務実践」は主に校務分掌に関わる業務における実践です。

№ 区分 タイトル 日付 形式

34 領域+実務 職員向け事務だより（花川中） 2012/2/21 ＰＤＦ

33 領域 生徒・保護者向け事務だより（投稿・後志 美国中学校） 2012/1/4 ＰＤＦ

32 その他 ２０１１冬季研修会資料 2011/12/21 Ｗｏｒｄ

31 領域 領域実践交流シート（花川中） 2011/11/28 ｐｄｆ

30 その他 2011 石教研二次集会レポート 2011/9/30 ｐｄｆ

29 その他 2011 夏季研修会のまとめ 2011/8/30 Ｗｏｒｄ

28 領域 生徒・保護者向け事務だより（投稿・後志 美国中学校） 2011/8/25 ｐｄｆ

27 その他 2011 夏季研修会資料 2011/8/19 ｐｄｆ

26 その他 2010 冬季研修会資料 2011/8/19 ｐｄｆ

25 その他 2010 夏季研修会資料 2011/8/19 ｐｄｆ

24 領域 保護者向け事務便り（樽川中） 2011/6/8 ｐｄｆ

23 領域 領域実践交流シート（樽川中） 2011/5/13 Word

22 領域 保護者向け事務便り（樽川中） 2011/3/11 Word

（５）「会員のページ」

連携会議が作成した資料は公開を原則としており、そのことの重要性も十分に認識して

います。しかし、校長の管理責任や個人情報に触れることの無いよう、情報の扱いは慎重

にしなければなりません。また、非匿名で個人の意見を公開することで、かえって意見が

いいにくくなることも考慮しなければなりません。そのため連携会議では、必要に応じて

学校名等を非公開にしていますが、情報の共有化の観点から非公開箇所を含めた情報等は

会員のページに掲載し、パスワードで保護しています。

№ タイトル 日付 形式

18 Skype のインストールの仕方 2011/12/21 Word

17 「平成２３年度石狩市教育予算要望回答書」 2011/6/17 ｐｄｆ


